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操作マニュアル-指定糖売買編 

 

はじめに 

 

本マニュアルは、独立行政法人農畜産業振興機構売買用 Web サイト（以下「Web サイト」という。）のうち、指定糖

の売買手続の操作を説明するものです。 

Web サイトを利用する際はログイン ID とパスワードが必要です。利用するためには、新規登録を行い、ログイン ID と

仮パスワードを取得する必要があります。 

ログイン ID とパスワードについては利用者を特定するものであり、守秘義務及びセキュリティの確保が必要です。 

利用に際しまして、利用者自身が責任をもって管理するものとします。 

 

Web サイトの URL ：  https://xxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

①の吹出しは、手順を示すものです。 

②の吹出しは、ポイントや状況を示すものです。 

 

  

 

 

 

 

 

 

※ 本マニュアルは、指定糖売買要領に基づく手続きを、Web サイトを利用して行っていただくためのものです。マニュア

ルに記載されていない事項については、指定糖売買要領をご確認ください。（要領はシステム上で確認・ダウンロー

ドできます。） 

 

※ Web サイトに関する問い合わせ先 

独立行政法人農畜産業振興機構 特産調整部輸入調整課 

電話     ：  ０３－３５８３－８３９６ 

メールアドレス：  alic-sugar01@alic.go.jp 

 

①  ○○をクリックしてください。 

吹出しの色の違いの説明 

② ○○が表示されますので、ご
確認ください。 

mailto:alic-sugar01@alic.go.jp
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売買の流れ（根保証（保証書等）の場合） 

 

承
諾
後 

売
買
当
日 

前
日
ま
で 

Ｗeb サイト登録内容の変更申請 

（別紙マニュアル「売買手続届出編」） 

売買申込み（P４～） 

承諾書のダウンロード（P１１） 

輸入申告 

輸入許可日の入力（P１２） 

納付通知書のダウンロード（P１３） 

承諾完了のメール通知（alic） 

事
前
に
登
録 

売買差額入金（納付通知書に記載の納付期日まで） 

※変更がある場合のみ 

担保の申請 

（別紙マニュアル「担保編」） 
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操作マニュアル-指定糖売買編 

 

売買の流れ（振込充当の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

承
諾
後 

売
買
当
日 

前
日
ま
で 

Ｗeb サイトの登録申請（別紙マニュアル「売買手続届出編」） 

含糖率登録（砂糖水の場合）（P１８～） 

売買申込み（P４～） 

担保金入金（P１０）売買当日 am 10:00 まで 

承諾書のダウンロード（P１１） 

輸入申告 

輸入許可日の入力（P１２） 

領収済通知書のダウンロード（P１５） 

担保金確定のメール連絡（alic）※振込充当の場合のみ 

事
前
に
登
録 
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操作マニュアル-指定糖売買編 

 

1 売買の方法 

1.1 売買申込みをする場合 

マイページトップ と 指定糖売買一覧画面から、新規の指定糖売買を申し込むことが出来ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録済みの売買の一覧が表示されます。 

通関業者等がログインした場合、管理機
能には、この 2 つのみ表示されます。 
 
通関業者等は担保、売買申込者情報
及び各種様式・口座情報の機能は利用
できません。 

別マニュアル「担保編」を参照してください。 

本マニュアル「指定糖売買編」をダ
ウンロードできます。 

別マニュアル「売買手続届出編」及
び「担保編」をダウンロードできます。 

売買要領や担保金・調整金の振込先口
座等をダウンロード・確認できます。 

新規売買の申込みが出来ます。 

砂糖水の含糖率情報を登録・管理
できます。 
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操作マニュアル-指定糖売買編 

 

1.1.1売買申込方法 

新規に売買を申し込む方法と、過去の売買を複写（参照）して申し込む方法があります。 

 

1.1.1.1新規に売買を申し込む場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.2過去の売買を複写（参照）して申し込む場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拡大 

売買申込（指定糖）をクリックしてください。 
「1,1,2 基本情報入力」へ。 

①売買一覧をクリックしてください。 

②参照する過去の売買の「状況」をクリック
してください。（平成２９年度以降の売買を
参照することができます。） 

③画面最下部の複写新規申込をクリックしてくださ
い。 
「1,1,2 基本情報入力」へ。 
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操作マニュアル-指定糖売買編 

 

1.1.2基本情報入力 

 

 

 

 

 

 

 
① 売買の基本情報を入力してください。 

 
・申込日･･･ 

売買日（通常は輸入申告予定日の前
日） 

 
・輸入申告日･･･ 

輸入申告入力控の輸入申告予定日 
 

②輸入申告単位で機構売買対象となる
物品を「HS コード・糖種」ごとに選択してく
ださい。 
※機構売買が必要な HS コード・糖種につ
いては「5 付録 糖種一覧」を参照 
してください（P２２）。 

③上記物品を申し込む 
をクリックしてください。 
次頁の画面へ進みます。 

 

物品が、３件を超える場合は、 
＋物品を追加する 
をクリックすれば追加可能です。 

新規の商品を輸入する場合で、糖種が不
明な場合は、機構にお問い合わせくださ
い。 

入力途中のデータを保存することができま
す。 
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操作マニュアル-指定糖売買編 

 

1.1.3明細情報入力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②価格を計算し次に進む 
をクリックしてください。 
価格が計算され、次頁の画面へ進みます。 

①各物品の明細を入力してください。 
 

混合糖・特定混合糖以外の場合 

混合糖・特定混合糖の場合 

拡大 

 

砂糖水（HS コード：1702.90-211、2106.90-221）
の場合には、商品毎の数量を記入してください。 
※事前に商品の含糖率を登録する必要がありま
す。入力方法は「4.1.2 含糖率申請の流れ」を参
照してください（P１９）。 
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1.1.4価格計算結果 

 

 

 

 

 

 

①既に提供している担保を利用する場合
は、こちらから選択してください。 

①’今回の売買用に担保を提供する場
合は、こちらに入力してください。 
※充当の可否も、ここで指定してくださ
い。 

※充当とは、売買差額相当分の金銭を担保金として預かり、輸入

許可後に調整金として振り替えることです。 

拡大 

※ 

④入力内容を確認（入力控出力） 
をクリックし、入力控をダウンロードして、内
容を再確認してください。 

  

③通関業者に承諾書（写し）を送付する
必要がある場合は、送付先にチェックを入
れてください。 
送付する必要がない場合は、チェック不
要です。 
 

②提出すべき書類が表示されますの
で、電子データの場合は、こちらからア
ップロードしてください。 
 

拡大 

価格の計算結果が表示されます。 

今回の売買差額合計が表示されます。 
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操作マニュアル-指定糖売買編 

 

1.1.5機構へ送信 

画面の最下部までスクロールして、「入力内容を確認（入力控出力）」をクリックすると、以下のボタンが表示されるので、

申込みを機構に送信します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機構へ申し込むと、売買申込完了画面が表示さ
れます。 
 
機構へ紙(FAX,メール)で申込書を提出する必要
はありません。 
 
ただし、添付書類をアップロードしていない場合
は、送付状から送付状をダウンロード・印刷してメ
ール又は FAX で提出してください。 
なお、アップロード忘れの場合は、申込画面から
再アップロードが可能です。 
 
※計算書をクリックすると、精製糖・特定混合糖
の売渡申込書に添付する価格計算表が出力さ
れます。 

※ 

売買要領に同意したうえで、 
売買要領に同意します。にチェックを入れる
と、 
【確定】機構へ申し込む 
が有効になりますので、クリックしてください。 

※注意※ 
この時点では担保を振り込まないでください。 
 
機構で入力内容を確認後、担保額確定のメー
ルを送付します。 
メールを受信後、記載された担保金額を提供し
てください。 
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操作マニュアル-指定糖売買編 

 

1.2 担保の入金（振込充当の場合） 

P８の「４．担保情報」で「今回の売買申込用として新たに担保を提供する（特定担保）」を選択した場合、売買申込

後、機構から以下のメールが届きますので、メールに記載された金額を指定の口座へお振り込みください。 

 

件名：【ALIC】担保提供依頼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここに表示される振込先口座に、担保提供金
額を振り込んでください。 
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操作マニュアル-指定糖売買編 

 

1.3 承諾された後 

機構が売買を承諾すると、売買承諾完了のメールが届きます。 

マイページ→売買一覧から、電子署名付承諾書をダウンロードすることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

承諾番号が記載されている承諾書を輸入申告時に税関に提出してください。 

 

拡大 

拡大 

承諾書 
をクリックし、承諾書（電子署名付）をダウ
ンロードしてください。 

 

 

状況が「承諾(輸入許可待ち)」となり、承
諾番号が表示されます。 
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操作マニュアル-指定糖売買編 

 

1.4 輸入許可後 

輸入許可が下りたら、輸入許可日の登録を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拡大 

拡大 

①輸入許可日を入力してください。 

②こちらから輸入許可書をアップロードし
てください。 

③機構へ輸入許可日送信 
をクリックしてください。 

拡大 

拡大 

・輸入許可書 
・輸入許可書 
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1.5 調整金の納付 

1.5.1納付通知書のダウンロード 

輸入許可日を登録し機構で手続きが完了すると、Ｗeb サイトから納付通知書がダウンロード可能になり  

ます。 

納付通知書をクリックし、納付通知書（電子署名付）をダウンロードしてください。 

納付通知書の内容に従い、期限までに納付をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

納付通知書 
をクリックして、納付通知書（電子署名付）をダウンロ
ードしてください。 

拡大 

拡大 
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操作マニュアル-指定糖売買編 

 

1.5.2 個別延長及び包括延長並びに一括納付の場合 

当Ｗｅｂサイトから申請できません。これらの納付方法を希望する場合には、事前に指定糖売買要領に規

定する申請書を機構に提出してください。機構側で承認のうえ、登録処理を行います。 
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操作マニュアル-指定糖売買編 

 

1.5.3  領収済通知書のダウンロード 

        輸入許可日を登録し機構で手続きが完了すると、Ｗｅｂサイトで領収済通知書がダウンロード可能になり 

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

拡大 

領収済通知書 
をクリックして、領収済通知書（電子署名付）をダウン
ロードしてください。 
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操作マニュアル-指定糖売買編 

 

2 売買状況の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

状況 説明 

申込 
売買情報を機構へ送信し、機

構が未確認の状態 

受理 
機構が売買情報に問題無いこ

とを確認した状態 

承諾 

(輸入許可待ち) 

機構が売買を承諾した状態 

承諾 

(輸入許可済み) 

売渡申込者が輸入許可日を

登録した状態 

納付通知 
機構から納付通知書が発行さ

れた状態 

納付済 
売買差額が機構に納付された

状態 

契約解除待ち 
条件付売買において条件成就

待ちの状態 

契約解除 
承諾後に売買契約が解除され

た状態 

仮保存 売買が機構に送信前の状態 

拡大 

売買の進捗は「状況」欄に表示されます。 
状況列をクリックすると、売買情報画面に進みます。 
「承諾（輸入許可待ち）」をクリックすると、輸入許可日の登録
ができます（Ｐ１２）。 

状況 
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3 通知数量の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①通知数量・関税割当をクリックしてくだ
さい。 

②過去の数量の使用履歴を確認したい
方は、「参照」をクリックしてください。 

通知数量と現在の残数量が表示されま
す。 
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4 含糖率情報の管理（砂糖水の場合のみ） 

4.1 含糖率とは 
砂糖水（HS コード：1702.90-211、2106.90-221）の売買は、品目の総重量ではなく、含まれる砂糖の量に対して売買

差額を算出します。含糖率は品目に対し、何パーセントの砂糖が含まれているかを表すもので、品目の総重量に乗じて砂
糖の含有量を算出するために利用します。 

 

4.1.1含糖率の説明 

            砂糖水（HS コード：1702.90-211、2106.90-221）の売買を行うにあたっては、事前に商品ごとの含糖率の登

録申請が必要です。申請した含糖率は機構で確認後有効となり、利用できるようになります。 

 

4.1.2含糖率の申請の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 既存提出済の含糖率情報（イングレ等）がある場合には、機構で新システム稼働前までに情報を入力いたします。 

未登録の新規商品のみ申請を行ってください。 

機構で含糖率情報の内容を確認、承認 

売買申込へ（「1.1.1 売買申込方法」参照）（P５） 

新しい含糖率情報の申請（webサイト上） 

（成分表の送付：新規商品の場合） 

（次頁から） 
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4.2 新しい含糖率情報の申請 

 

以下の手順により、新規の含糖率入力画面へ進むことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①新規の商品を登録する場合は、こちら
から登録申請をします。 

 

新規に含糖率を申請する場合、商品毎
の成分表を機構に提出する必要がありま
す。 
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4.2.1含糖率申請画面 

 

 

 

 

①※が付いているコードは必須項目です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④【確定】機構でデータ送信 
をクリックし、新規の含糖率を申請してください。 

③「糖以外のもの」はこちらから入力してくださ
い。（任意項目です。） 

②成分表に記載されている含糖率（小数点
以下もすべて）を記入してください。 

①必要事項を入力してください。 

 

「商品コード」は申込者等が任意に設定でき
る管理コードですが、売買申込みの際に提出
する商品ごとの数量が確認できる添付書面と
照合できるコードを設定してください。 
 
 

複数商品の含糖率を登録申請する場合は、こ
の画面から１つずつ行ってください。 
 
※ 既存提出済の含糖率情報（イングレ等）がある場合には、

機構で新 Web サイト稼働前までに情報を入力いたします。 未

登録の新規商品のみ申請を行ってください。 
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4.3 既に申請した含糖率情報の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拡大 

拡大 

既に申請した含糖率の一
覧を Excel ファイル形式でダ
ウンロードできます。 
 

「参照」をクリックすると、含
糖率情報の画面が表示さ
れます。 
 

売買に使用されている含糖率は、「使用」
と表示されます。 
 

状況が「有効」の含糖率のみ
売買で使用することができま
す。 
番号は含糖率の管理番号
です。機構へ問合せる際はこ
の番号を提示してください。 
 

登録情報に変更がある場合は、新規商品とし
て再登録する必要があります。 
イングレ等を提出のうえ、機構にご相談ください。 
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5 付録 糖種一覧 

 

糖種 HS コード 説明 

粗糖 
1701.12-100 
1701.14-110 

甘しゃ又はてん菜を原料とする分みつした砂糖で、乾燥状態
において全重量に対するしょ糖の含有量が検糖計の読み
で 98.5 度未満 に相当するもの（車糖、でん粉を加えた粉糖
その他これらに類するもの、香味料を加えたもの及び着色した
ものを除く。） 

高糖度原料糖 

1701.14-200 

甘しゃを原料とする分密をした糖であって、乾燥状態におい
て、全重量に対するしょ糖の含有量が検糖計の読みで 98.5
度以上 99.3 度未満 に相当するもの（車糖、でん粉を加えた
粉糖その他これらに類するもの、香味料を加えたもの及び着
色したものを除く。）のうち、価格調整法施行規則第１条に規
定する方法により 精製するために輸入 されるもの 

精製糖 
1701.99-200 

甘しゃ又はてん菜を原料とする分みつした砂糖で製造過程に
おいて精製工程を経たもの（着色香嗜添加成型等の二次的
加工工程を経たものを除く。）及び化学的に純粋なしょ糖 

氷砂糖 1701.91-000 
1701.99-100 

氷砂糖その他これに類するもの（香味料を加えたもの及び着
色したものを含む。） 

角砂糖 1701.91-000 
1701.99-100 

角砂糖その他これに類するもの（香味料を加えたもの及び着
色したものを含む。） 

特殊糖 

高糖度粗糖 
1701.12-200 
1701.14-200 

甘しゃ又はてん菜を原料とする分みつした砂糖で、乾燥状態
において全重量に対するしょ糖の含有量が検糖計の読みで
98.5 度以上に相当するもの（車糖、でん粉を加えた粉糖その
他これらに類するもの、香味料を加えたもの及び着色したもの
を除く。） 

香味着色糖 1701.91-000 甘しゃ又はてん菜を原料とする分みつした砂糖（本表の他の
分類に属するものを除く。） 
 粉糖 

顆粒糖 
1701.99-200 

その他 1702.90-110 甘しゃ又はてん菜以外のものを原料とする分みつした砂糖 

砂糖水 
砂糖水 1702.90-211 

分みつした砂糖水（香味料を加えたもの及び着色したものを
含まない。） 

香味着色糖水 2106.90-221 分みつした砂糖水（香味料を加えたもの及び着色したもの。） 

混合糖 
混合糖（粗糖） 

1702.30-210 
1702.40-210 
1702.60-210 
1702.90-521 

粗糖と砂糖以外の糖とを混合した糖（香味料を加えたもの及
び着色したものを除く。） 

混合糖（粗糖以外） 

1702.30-210 
1702.40-210 
1702.60-210 
1702.90-521 

精製糖、氷砂糖、角砂糖又は特殊糖と砂糖以外の糖とを
混合した糖（香味料を加えたもの及び着色したものを除く。） 

特定混合糖 

1702.30-210 
1702.40-210 
1702.60-210 
1702.90-521 

保税精製糖以外の精製糖と砂糖以外の糖とを混合し、か
つ、加工していない混合糖のうち、粉状又は粒状のもの 
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